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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第３四半期連結
累計期間

第14期
第３四半期連結

累計期間
第13期

会計期間

自平成24年
６月１日

至平成25年
２月28日

自平成25年
６月１日

至平成26年
２月28日

自平成24年
６月１日

至平成25年
５月31日

売上高　　　　　　　　（千円） 1,005,480 1,063,911 1,363,659

経常利益　　　　　　　（千円） 42,411 132,602 101,891

四半期（当期）純利益　（千円） 1,470 91,917 41,086

四半期包括利益又は包括利益

　　　　　　　　　　　（千円）
19,440 85,157 69,733

純資産額　　　　　　　（千円） 755,922 1,000,187 819,645

総資産額　　　　　　　（千円） 1,025,677 1,437,672 1,078,236

１株当たり四半期（当期）純利益

金額　　　　　　　　　　（円）
0.71 43.81 19.90

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額　　　（円）
0.70 34.18 18.59

自己資本比率　　　　　　（％） 71.8 66.4 72.9

　

回次
第13期

第３四半期連結
会計期間

第14期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成24年
12月１日

至平成25年
２月28日

自平成25年
12月１日

至平成26年
２月28日

１株当たり四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　（円）
3.27 19.85

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　２．売上高には消費税等を含めておりません。

　　　３．当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これ

に伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、フィリピン、インドネシア地域進出に伴い設立した、CyberStep PHILIPPINES INC.、PT.CyberStep Jakarta

Games を当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　　

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費に回復の動きが見られ、生産が緩やかに増加し企業収

益が改善するなど景気は回復基調にあるものの、消費税増税に伴う影響への懸念など、企業を取り巻く環境は不透明

な状況であります。

わが国のオンラインゲーム業界は、引き続きユーザー数は伸びているものの、提供タイトルの増加・ソーシャル

ゲーム市場の拡大から事業環境が大きく変化を遂げております。

このような事業環境のもと、当社グループは当第３四半期連結累計期間におきましても、引き続き国際競争力のあ

るオンラインゲームの開発を続け、海外各国の運営会社との協力関係を深めながら安定的に成長させるとともに、日

本国内はもとより海外各国での自社運営サービスの事業領域の拡充を図ってまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間においては、ロイヤリティ等売上高124百万円（前年同期比31.1％減）、自

社運営売上高は939百万円（前年同期比13.9％増）、売上高合計で1,063百万円（前年同期比5.8％増）となりまし

た。利益面につきましては売上高の増加を主因として、営業利益126百万円（前年同期比210.2％増）、経常利益132

百万円（前年同期比212.7％増）、税金等調整前四半期純利益129百万円（前年同期比204.3％増）となりました。

海外からのロイヤリティ収入に係る外国税額について控除しきれない金額が発生し、法人税等を37百万円（前年同

期比9.3％減）計上し、最終的には四半期純利益は91百万円（前年同期と比べ90百万円の増益）となりました。

　

　当社グループはオンラインゲーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報ごとの記載をしておりませ

ん。
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（2）資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ359百万円増加し、1,437百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金139百万円、売掛金94百万円、ソフトウェア156百万円の増加があった一方で、ソ

フトウェア仮勘定50百万円の減少が生じたことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ178百万円増加し、437百万円となりま

した。これは主に、短期借入金40百万円、１年内返済予定の長期借入金30百万円、未払法人税等20百万円、長期借入

金96百万円の増加によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し、1,000百万円とな

りました。これは主に、資本金25百万円、資本剰余金25百万円、利益剰余金35百万円、新株予約権12百万円の増加、

新株予約権行使による自己株式の処分を88百万円行ったことによるものであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

　　

（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は49百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（5）中長期的な会社の経営戦略

企業が持続的に成長し、その企業価値を高めていく為には、「収益性」「成長性」「安定性」の３つの要素をバラ

ンスよく追求することが大切でありますが、当社グループは未だ小規模のベンチャー企業でありますので、当面は経

営の安定性を確保しながら企業規模を拡大させていくことが重要であると考えております。

　そのための方策として、すでに進出済みの韓国、中国、台湾、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、

フィリピン、ベトナム、ブラジル、オランダ等以外の国々へ、当社グループ及び当社グループオンラインゲームの認

知度を高めるべく自社運営サービス及びライセンス供与を進めること、各国の運営会社との連携を緊密にしながら

サービスタイトルがヒットするよう努めること、当社グループの強みである開発力を生かしオンラインゲーム及び関

連製品の開発を今後も継続して続けることを着実に実行してまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,400,000

計 8,400,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年４月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,322,500 2,322,500
東京証券取引所

（マザーズ）

（注）

１、２

計 2,322,500 2,322,500 － －

　（注） １．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

        ２．「提出日現在発行数」欄には、平成26年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

決議年月日 平成25年11月29日

新株予約権の数（個） 1,070（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 107,000（注１）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 229,900

新株予約権の行使期間
自  平成28年12月１日

至  平成31年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      229,900

資本組入額      114,950

新株予約権の行使の条件

①各募集新株予約権の一部行使はできない。

②新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の

取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場

合、当該喪失以降本新株予約権を行使することがで

きない。

③対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるとこ

ろにより、相続人が募集新株予約権を行使すること

ができる。

④新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合に

は、かかる募集新株予約権を行使することができな

いものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
（注）２

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

　　　　　ただし、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）ま

たは株式併合を行なう場合、次の算式により付与株式数を調整する。

　　　　　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

EDINET提出書類

サイバーステップ株式会社(E05601)

四半期報告書

 6/19



　　　２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存

新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8

号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい

て定めることを条件とする。　

　　　　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　　　　（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。　

　　　　（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　　　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

　　　　（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記（3）に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、

再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会

社の株式1株当たり1円とする。

　　　　（５）新株予約権を行使することができる期間

　　　　　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。　

　　　　（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）」に準じて

決定する。

　　　　（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

　　　　（８）新株予約権の取得事由及び条件

　　　　　当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは

分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画

が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得するこ

とができる。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年12月１日

（注）１．
2,153,745 2,175,500 － 334,895 － 324,895

平成25年12月１日～

平成26年２月28日 

（注）２．

147,000 2,322,500 25,434 360,329 25,434 350,329

 （注）１．１株を100株に株式分割したことによるものであります。

　　　 ２．新株予約権の行使による増加であります。

EDINET提出書類

サイバーステップ株式会社(E05601)

四半期報告書

 7/19



　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

　

①【発行済株式】

 平成26年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － 　　　　　　　－ －

議決権制限株式（自己株式等） － 　　　　　　　－ －

議決権制限株式（その他） － 　　　　　　　－ －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      850 　　　　　　　－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   20,905 20,905 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 21,755 － －

総株主の議決権 － 20,905 －

（注）平成25月12月１日付で普通株式１株を100株とする株式分割を行いました。なお、記載数値は株式分割前の株式数

で記載しております。　

　

②【自己株式等】

 平成26年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

サイバーステップ株式会社
東京都杉並区和泉一丁目

22番19号
850 － 850 3.90

計 － 850 － 850 3.90

（注）１．平成25月12月１日付で普通株式１株を100株とする株式分割を行いました。なお、記載数値は株式分割前の株

式数で記載しております。

　　　２．当第３四半期会計期間において、株式分割及び新株予約権の行使に伴う自己株式の処分により、当第３四半期

会計期間末現在の自己株式数は、29,100株となっております。　

　

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　

　

EDINET提出書類

サイバーステップ株式会社(E05601)

四半期報告書

 8/19



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。　

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年12月１日から平

成26年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年６月１日から平成26年２月28日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 683,221 822,288

売掛金 147,976 242,955

商品及び製品 444 365

原材料及び貯蔵品 3,458 6,113

その他 61,159 79,575

流動資産合計 896,260 1,151,297

固定資産

有形固定資産 60,778 52,769

無形固定資産

ソフトウエア 11,033 167,935

ソフトウエア仮勘定 50,621 －

無形固定資産合計 61,654 167,935

投資その他の資産

保証金 40,886 42,702

その他 18,656 22,967

投資その他の資産合計 59,542 65,669

固定資産合計 181,975 286,374

資産合計 1,078,236 1,437,672

負債の部

流動負債

買掛金 1,312 1,439

短期借入金
※1 60,000 ※1 100,000

1年内返済予定の長期借入金 21,000 51,000

未払法人税等 10,464 31,264

その他 98,491 89,707

流動負債合計 191,267 273,411

固定負債

長期借入金 67,323 164,073

固定負債合計 67,323 164,073

負債合計 258,590 437,484

純資産の部

株主資本

資本金 334,895 360,329

資本剰余金 324,895 350,329

利益剰余金 223,615 259,373

自己株式 △119,850 △31,477

株主資本合計 763,554 938,555

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 185 206

為替換算調整勘定 22,806 16,024

その他の包括利益累計額合計 22,991 16,230

新株予約権 33,099 45,401

純資産合計 819,645 1,000,187
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負債純資産合計 1,078,236 1,437,672
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成26年２月28日)

売上高 1,005,480 1,063,911

売上原価 347,662 268,382

売上総利益 657,817 795,529

販売費及び一般管理費 617,035 669,031

営業利益 40,782 126,497

営業外収益

受取利息 262 276

為替差益 5,436 9,841

その他 3 418

営業外収益合計 5,702 10,537

営業外費用

支払利息 3,001 2,800

新株予約権発行費 － 1,000

その他 1,071 631

営業外費用合計 4,073 4,432

経常利益 42,411 132,602

特別損失

固定資産除却損 － 3,538

特別損失合計 － 3,538

税金等調整前四半期純利益 42,411 129,064

法人税、住民税及び事業税 40,941 37,146

法人税等合計 40,941 37,146

少数株主損益調整前四半期純利益 1,470 91,917

四半期純利益 1,470 91,917
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,470 91,917

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41 20

為替換算調整勘定 17,928 △6,781

その他の包括利益合計 17,969 △6,760

四半期包括利益 19,440 85,157

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,440 85,157

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更　

当第３四半期連結会計期間より、フィリピン、インドネシア地域進出に伴い設立した、CyberStep PHILIPPINES

INC.、PT.CyberStep Jakarta Games を連結の範囲に含めております。

　

　

（会計方針の変更等）

　該当事項はありません。

　

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

　

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　当座借越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座借越契約を締結しております。この契約に

基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年５月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年２月28日）

当座借越極度枠 150,000千円 100,000千円

借入実行残高 60,000 100,000

差引額 90,000 －

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成25年２月28日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年６月１日
至　平成26年２月28日）

減価償却費 22,675千円 19,318千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年６月１日　至　平成25年２月28日）

配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年６月１日　至　平成26年２月28日）

配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】　

前第３四半期連結累計期間（自　平成24年６月１日　至　平成25年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年６月１日　至　平成26年２月28日）　

　当社グループは、オンラインゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年６月１日
至　平成25年２月28日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年６月１日
至　平成26年２月28日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 0円71銭 43円81銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,470 91,917

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,470 91,917

普通株式の期中平均株式数（株） 2,064,700 2,097,963

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円70銭 34円18銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 27,500 591,122

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年４月10日

サイバーステップ株式会社

取締役会　御中

アスカ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田　中　大　丸

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石　渡　裕一朗

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサイバーステッ

プ株式会社の平成25年６月１日から平成26年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年12月１日

から平成26年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年６月１日から平成26年２月28日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

  

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サイバーステップ株式会社及び連結子会社の平成26年２月28日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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